
墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行 
  
別表第１ 

名 称 区 域 

東京都市計画両国南

地区地区整備計画区

域 

〔略〕 

東京都市計画緑二・

三丁目地区地区整備

計画区域 

〔略〕 

東京都市計画亀沢地
区地区整備計画区域 

〔略〕 

東京都市計画錦糸公

園周辺地区地区整備
計画区域 

〔略〕 

東京都市計画曳舟駅

周辺地区地区整備計
画区域 

〔略〕 

東京都市計画押上・

業平橋駅周辺地区地
区整備計画区域 

平成２０年墨田区告示第５７号及び平

成２４年墨田区告示第２０７号に定め
る東京都市計画押上・業平橋駅周辺地

区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域 
 
別表第２ 
地区整備計画区域の名称 地区の名称 区 域 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
東京都市計画亀沢地

区地区整備計画区域 
〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

東京都市計画曳舟駅
周辺地区地区整備計

画区域 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

東京都市計画押上 

・業平橋駅周辺地

区地区整備計画区
域Ｃ地区 

平成２４年墨田区

告示第２０７号に

定める東京都市計
画押上・業平橋駅

周辺地区地区整備

計画区域のうち、
Ｃ地区に定められ

た区域 

東京都市計画押上・

業平橋駅周辺地区地
区整備計画区域 

東京都市計画押上 
・業平橋駅周辺地

区地区整備計画区

域Ｄ地区 

平成２４年墨田区
告示第２０７号に

定める東京都市計

画押上・業平橋駅
周辺地区地区整備

計画区域のうち、

Ｄ地区に定められ
た区域 

 

別表第３ 〔別紙のとおり〕 
  

別表第１  
名 称 区 域 

東京都市計画両国南

地区地区整備計画区

域 

〔略〕 

東京都市計画緑二・

三丁目地区地区整備

計画区域 

〔略〕 

東京都市計画亀沢地
区地区整備計画区域 

〔略〕 

東京都市計画錦糸公

園周辺地区地区整備
計画区域 

〔略〕 

東京都市計画曳舟駅

周辺地区地区整備計
画区域 

〔略〕 

東京都市計画押上・

業平橋駅周辺地区地
区整備計画区域 

平成２０年墨田区告示第５７号に定め

る東京都市計画押上・業平橋駅周辺地
区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域 

 
 
別表第２ 
地区整備計画区域の名称 地区の名称 区 域 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
東京都市計画亀沢地

区地区整備計画区域 
〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

東京都市計画曳舟駅
周辺地区地区整備計

画区域 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 
 

 

 
 

 

東京都市計画押上・

業平橋駅周辺地区地
区整備計画区域 

〔新設〕 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

別表第３ 〔別紙のとおり〕 
    

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



改  正  案 現     行 
  

別表第３ 

 １～６の３ 〔略〕 

 ６の４ 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｃ地区 
 

(あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く) (け) (こ) (さ) (し) 

建築してはな
らない建築物 

 

 

(あ)の適
用除外

のもの 

建築物の敷地
面積の最低限

度 

建築物
の壁面

の位置

の制限 

(え)の適
用除外

のもの 

建築物の
高さの最

高限度 

(か)の適
用除外

のもの 

建築物
の容積

率の最

低限度 

(く)の適
用除外

のもの 

建築物
の容積

率の最

高限度 

(こ)の適
用除外

のもの 

建築物の
建ぺい率

の最高限

度             
風俗営業等
の規制及び業

務の適正化等

に関する法律
第２条第６項

各号、第７項 

各号及び第８
項から第１０

項までのいず

れかに該当す
る営業の用途

に供するもの 

 ６０平方メー
トル。ただ

し、公衆便

所、巡査派出
所その他これ

らに類する公

益上必要な建
築物の敷地と

して使用する

場合において
は、この限り

でない。 

  ３５メー
トル 

      

            
 

 ６の５ 東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域Ｄ地区 
 

(あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く) (け) (こ) (さ) (し) 

建築してはな
らない建築物 

 

 

(あ)の適
用除外

のもの 

建築物の敷地
面積の最低限

度 

建築物
の壁面

の位置

の制限 

(え)の適
用除外

のもの 

建築物の
高さの最

高限度 

(か)の適
用除外

のもの 

建築物
の容積

率の最

低限度 

(く)の適
用除外

のもの 

建築物
の容積

率の最

高限度 

(こ)の適
用除外

のもの 

建築物の
建ぺい率

の最高限

度             
風俗営業等
の規制及び業

務の適正化等

に関する法律
第２条第６項

各号、第７項 

各号及び第８
項から第１０

項までのいず

れかに該当す
る営業の用途

に供するもの 

 ６０平方メー
トル。ただ

し、公衆便

所、巡査派出
所その他これ

らに類する公

益上必要な建
築物の敷地と

して使用する

場合において
は、この限り

でない。 

  ２２メー
トル 

      

            
   

別表第３ 

 １～６の３ 〔略〕 

 〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

   

【
別
紙
】
 


